
協議事項 古江コミュニティバス運行事業者の変更について 　　

1.対象路線

　古江コミュニティバス　全線

2.協議内容

　令和7年度プロポーザルによる運行事業者の変更

　　　有限会社いやタクシー　⇒　有限会社古江タクシー

　　　  （R8.3.31まで）　　　　　 （R8.4.1から）

3.運行内容

　現在と同内容での運行（路線定期運行）

　※別紙1「路線図」、別紙2「時刻表」のとおり
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運行事業者について
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項目 内容

事業者名及び所在地 有限会社古江タクシー

松江市古曽志町1517番地9

代表取締役　松近　守隆

運行に係る本拠の位置 同上

運行使用車両 一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）で使用している

5人乗り車両2両、6人乗り車両1両及び10人乗り車両1両を併用。

※古江コミュニティバス利用実績：【R5】1.79 【R6】1.51 【R7（4～12月）】0.98（人／便）
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【参考：現行路線図】
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【参考：現行時刻表】

別紙2


